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令
和
二
年
第
五
回
十
二
月
大
月
市
議
会
定
例
会
の
開
会
に
あ
た
り
、
本
日
、
提
出
い
た
し

ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
私
の
所
信

の
一
端
を
申
し
上
げ
、
議
員
各
位
、
並
び
に
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。 

は
じ
め
に
、
先
月
発
覚
し
ま
し
た
「
公
金
横
領
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。 

今
回
の
件
に
つ
き
ま
し
て
、
市
民
の
皆
様
か
ら
信
頼
を
失
う
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
い

て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
、
多
く
の
方
々
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
こ
と
に
対
し
ま
し
て
、
心

よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
、
誠
に
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

先
月
十
二
日
公
金
の
入
金
遅
れ
が
確
認
さ
れ
、
十
七
日
に
は
福
祉
課
及
び
保
健
介
護
課
職

員
か
ら
の
報
告
に
よ
り
シ
ル
バ
ー
お
出
か
け
パ
ス
利
用
者
負
担
金
二
百
十
七
万
五
千
円
及

び
日
本
赤
十
字
社
会
費
等
四
百
五
十
一
万
二
千
九
十
三
円
の
使
い
込
み
が
発
覚
し
ま
し
た
。 

速
や
か
な
公
表
及
び
対
応
の
た
め
、
十
六
日
と
二
十
二
日
の
二
回
に
わ
た
り
、
議
会
へ
の

説
明
及
び
記
者
会
見
を
行
い
、
職
員
の
懲
戒
に
つ
き
ま
し
て
は
、
職
員
二
人
を
、
二
十
一
日

に
懲
戒
免
職
、
二
十
八
日
に
は
関
係
す
る
職
員
五
名
を
管
理
監
督
者
と
し
て
の
責
任
か
ら
、

減
給
等
の
懲
戒
処
分
を
行
い
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
私
の
責
任
と
し
て
、
本
定
例
市
議
会
へ
給
与
を
減
額
す
る
条
例
案
を
提
出
し
て

お
り
ま
す
。 

本
件
に
か
か
る
シ
ル
バ
ー
お
出
か
け
パ
ス
利
用
者
負
担
金
及
び
日
本
赤
十
字
社
会
費
等

の
前
年
度
ま
で
の
収
入
及
び
支
出
金
額
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
ま
す
。 

し
か
し
、
事
務
処
理
の
管
理
体
制
は
、
担
当
者
任
せ
と
な
り
、
行
う
べ
き
事
務
の
チ
ェ
ッ

ク
体
制
が
不
適
切
で
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
不
祥
事
が
二
度
と
起
こ
ら
な
い
よ
う
、
全
職
員
に
公
務
員
と
し
て
の
倫
理
観

の
確
立
と
綱
紀
粛
正
の
徹
底
、
そ
し
て
、
再
発
防
止
の
た
め
「
公
金
等
取
扱
い
適
正
化
計
画
」

を
策
定
し
、
市
役
所
全
体
で
公
金
管
理
体
制
の
強
化
に
努
め
、
市
政
に
対
す
る
信
頼
回
復
に

向
け
て
全
力
で
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

本
当
に
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。 

次
に
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。 

七
月
に
再
び
全
国
で
感
染
が
拡
大
し
て
以
降
、
小
康
状
態
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
冬

に
向
か
う
に
つ
れ
、
全
国
で
感
染
が
拡
大
す
る
兆
し
を
見
せ
て
お
り
、
県
内
で
も
新
た
な
感

染
者
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
神
奈
川
県
内
で
の
ク
ラ
ス
タ
ー
の
影
響
を
受
け
、
東
部
地
域
で

も
感
染
者
の
発
生
が
多
数
報
告
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
本
市
で
は
未
だ
感
染
者
が
発
生
し
て

お
り
ま
せ
ん
。 

こ
れ
は
、
市
民
の
皆
様
の
感
染
防
止
対
策
等
へ
の
ご
協
力
ご
努
力
の
賜
物
で
あ
る
と
感
謝

し
て
お
り
ま
す
が
、
気
を
緩
め
る
こ
と
な
く
引
き
続
き
「
身
体
的
距
離
の
確
保
」
「
マ
ス
ク

の
着
用
、
手
洗
い
、
う
が
い
の
励
行
」
「
密
閉
、
密
集
、
密
接
を
避
け
る
」
な
ど
、
感
染
防

止
の
徹
底
と
、
感
染
が
多
く
発
生
し
て
い
る
地
域
へ
外
出
す
る
際
に
は
十
分
な
対
策
を
お
願
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い
い
た
し
ま
す
。 

本
市
に
お
け
る
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
の
地

方
創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
、
三
十
七
の
市
独
自
事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

第
一
弾
及
び
第
二
弾
で
は
、
市
民
や
事
業
所
等
へ
の
支
援
に
重
点
を
置
い
た
事
業
を
実
施

し
、
第
三
弾
及
び
第
四
弾
で
は
、
小
中
学
校
や
施
設
等
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
中
心
と
し

た
事
業
を
行
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。 

現
在
の
進
捗
状
況
で
あ
り
ま
す
が
、
事
業
の
継
続
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
事
業
者

を
支
え
る
た
め
、
経
済
産
業
省
の
持
続
化
給
付
金
の
給
付
を
受
け
た
市
内
に
本
社
又
は
本
店

を
有
す
る
法
人
若
し
く
は
個
人
事
業
者
に
対
し
、
十
万
円
を
給
付
す
る
「
が
ん
ば
ろ
う
大
月

持
続
化
応
援
支
援
金
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
申
請
受
付
は
令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
と

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
十
一
月
二
十
五
日
現
在
で
四
百
六
十
四
件
、
四
千
六
百
四
十
万
円
を

給
付
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
地
域
経
済
を
支
え
て
い
る
市
内
事
業
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
の
環
境
整
備
な
ど
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
大
月
市
商
工
会
に
加
入
し
て
い
る
市

内
に
事
業
所
の
あ
る
方
々
な
ど
を
対
象
に
五
万
円
を
給
付
す
る
「
が
ん
ば
ろ
う
大
月
事
業
者

応
援
金
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
申
請
受
付
期
間
が
終
了
し
、
六
百
九
十
五
の
事
業
者
な

ど
に
対
し
、
三
千
四
百
七
十
五
万
円
を
給
付
い
た
し
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
子
育
て
世
帯
の
家
計
の
支
援
と
消
費
喚
起
に
よ
る
市
内
飲
食
店
等
へ
の
支
援
を

目
的
に
実
施
し
て
い
る
「
が
ん
ば
ろ
う
大
月
・
子
育
て
応
援
特
別
商
品
券
」
事
業
に
つ
き
ま

し
て
は
、
十
一
月
二
十
五
日
現
在
で
、
児
童
千
八
百
九
十
八
人
、
九
百
四
十
九
万
円
分
の
商

品
券
を
配
付
し
て
お
り
、
四
百
八
十
二
万
七
千
円
分
が
使
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
使
用
期
限
は
十
二
月
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
広
報
や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
、
子
育
て
ア

プ
リ
な
ど
で
期
限
内
の
利
用
を
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
が
、
再
度
十
二
月
号
の
広
報
に
て
呼
び

掛
け
る
予
定
で
あ
り
ま
す
。 

今
後
も
、
感
染
防
止
策
等
を
講
じ
な
が
ら
事
業
者
の
皆
様
と
連
携
し
、
地
域
活
性
化
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
市
民
の
皆
様
に
も
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

次
に
、
「
グ
リ
ー
ン
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。 

今
な
お
猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
伴
い
、
国
民
の
生
活

様
式
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。 

 

春
の
緊
急
事
態
宣
言
以
降
、
各
企
業
で
は
在
宅
勤
務
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
化
が
進
み
、
都

心
の
オ
フ
ィ
ス
撤
退
な
ど
東
京
一
極
集
中
か
ら
地
方
へ
の
分
散
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。 

六
月
か
ら
山
梨
県
と
協
議
を
続
け
て
い
る
「
デ
ュ
ア
ル
ベ
ー
ス
タ
ウ
ン
研
究
会
」
で
は
十

月
十
四
日
に
テ
レ
ワ
ー
ク
の
拠
点
と
な
り
う
る
市
内
の
遊
休
施
設
の
視
察
を
行
い
ま
し
た
。 

サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
や
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
拠
点
と
な
り
そ
う

な
旧
浅
利
教
員
宿
舎
や
民
間
の
空
き
店
舗
、
閉
校
跡
地
に
つ
い
て
現
地
を
確
認
し
、
立
地
や

周
辺
の
環
境
、
活
用
の
可
能
性
や
改
修
整
備
の
方
針
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 
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ま
た
、
十
月
十
二
日
に
は
研
究
会
の
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の
皆
様
と
リ
モ
ー
ト
会
議
を
開

催
し
、
今
後
の
研
究
会
の
進
め
方
や
意
見
を
う
か
が
う
中
で
、
「
将
来
の
大
月
像
な
ど
に
つ

い
て
」
活
発
な
ご
意
見
、
ご
提
案
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

十
一
月
十
ニ
日
に
は
第
四
回
の
研
究
会
が
開
催
さ
れ
、
十
月
に
視
察
し
た
施
設
の
整
備
方

法
、
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
設
定
な
ど
に
つ
い
て
議
論
が
さ
れ
ま
し
た
。 

 

本
市
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
第
一
段
階
と
し
て
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
適
し
た
自
然
豊
か
な

環
境
で
大
月
駅
か
ら
徒
歩
圏
内
で
あ
る
旧
浅
利
教
員
宿
舎
を
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
と
し

て
整
備
し
て
い
く
方
針
と
い
た
し
ま
し
た
。 

桂
川
に
近
く
、
周
辺
に
農
地
が
あ
り
、
「
グ
リ
ー
ン
ワ
ー
ケ
ー
シ
ョ
ン
大
月
研
究
会
」
が

目
的
と
す
る
自
然
豊
か
で
、
仕
事
と
余
暇
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
改
修
す
る
予
定

で
あ
り
ま
す
。 

さ
ら
に
、
屋
外
で
も
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
が
で
き
る
共
用
設
備
を
備
え
、
地
域
の
方
と
も
交

流
で
き
る
よ
う
な
開
か
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

引
き
続
き
、
新
し
い
働
き
方
、
暮
ら
し
方
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
関
係
人
口
や
移
住
者
の
増

加
に
つ
な
げ
て
い
け
る
よ
う
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
市
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

次
に
「
子
育
て
環
境
の
充
実
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。 

平
成
三
十
年
二
月
に
策
定
し
た
「
幼
稚
園
・
保
育
所(

園)

の
再
編
に
関
す
る
市
の
方
針
」

に
基
づ
き
、
現
在
、
猿
橋
駅
北
口
西
側
に
は
、
社
会
福
祉
法
人 

多
幸
福
祉
会
に
よ
る
「
令

和
に
こ
に
こ
園
」
建
設
工
事
が
進
め
ら
れ
、
令
和
三
年
四
月
の
開
園
を
目
指
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
東
部
地
区
鳥
沢
駅
周
辺
に
お
い
て
は
、
鳥
沢
小
学
校
バ
ス
転
回
所
を
建
設
地
と

し
て
、
認
定
こ
ど
も
園
事
業
予
定
者
の
公
募
を
、
本
年
十
二
月
か
ら
実
施
す
る
運
び
と
な
り

ま
し
た
。 

 

こ
の
認
定
こ
ど
も
園
は
、
現
在
、
公
立
富
浜
保
育
所
が
担
っ
て
い
る
保
育
機
能
を
引
き
継

ぐ
こ
と
を
前
提
に
、
教
育
と
保
育
を
一
体
的
に
提
供
で
き
る
施
設
整
備
を
目
指
す
こ
と
と
し

て
お
り
、
令
和
五
年
四
月
の
開
園
を
目
標
に
、
子
育
て
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
と
し
て
進
め

て
ま
い
り
ま
す
の
で
地
元
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

次
に
、
「
ご
み
処
理
広
域
化
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。 

山
梨
県
で
は
、
ご
み
処
理
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
三
十
年
三
月
に
新
た
な
「
山

梨
県
ご
み
処
理
広
域
化
計
画
」
を
策
定
し
、
広
域
的
な
ご
み
処
理
を
行
う
ブ
ロ
ッ
ク
割
り
を

山
梨
県
内
の
地
理
的
条
件
等
を
考
慮
し
、
三
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
割
し
、
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
は
中
巨

摩
・
峡
南
・
峡
北
地
域
、
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
は
富
士
北
麓
・
東
部
地
域
、
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
は
甲
府
市
、

峡
東
地
域
と
し
、
県
内
の
八
箇
所
に
あ
る
焼
却
施
設
を
各
ブ
ロ
ッ
ク
一
施
設
の
三
施
設
に
集

約
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

現
在
の
状
況
で
す
が
、
Ａ
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
令
和
元
年
十
月
に
建
設
地
を
中
央
市
に
決
定
し
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て
お
り
、
Ｃ
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
既
に
、
笛
吹
市
で
供
用
を
開
始
し
て
お
り
ま
す
。 

本
市
の
属
す
る
Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
平
成
二
十
九
年
度
よ
り
協
議
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
十
月
二
十
九
日
の
ご
み
処
理
広
域
化
市
町
村
長
会
議
に
て
全
会
一
致
で
西
桂
町
小
沼
米

倉
地
区
に
建
設
地
が
決
定
さ
れ
、
十
一
月
九
日
に
富
士
北
麓
・
東
部
地
区
ご
み
処
理
広
域
化

の
推
進
に
関
す
る
基
本
合
意
書
の
調
印
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。 

本
協
定
書
に
お
き
ま
し
て
は
、
令
和
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
に
稼
働
開
始
を
す
る
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
が
、
現
在
、
各
地
域
で
稼
働
し
て
い
る
施
設
は
、
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ

と
か
ら
、
各
市
町
村
長
か
ら
は
、
一
日
も
早
い
完
成
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
大
月
都
留
ご
み
処
理
場
使
用
期
限
延
長
協
定
書
の
実
施
期
限
が

令
和
十
一
年
十
一
月
末
日
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
早
期
完
成
に
向
け
て
協
力
を
し
て
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
「
立
地
適
正
化
計
画
の
推
進
に
つ
い
て
」
で
あ
り
ま
す
。 

ま
ず
、
大
月
駅
周
辺
整
備
の
う
ち
、
市
道
大
月
賑
岡
線
の
拡
幅
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
、

用
地
測
量
、
補
償
調
査
業
務
を
委
託
し
、
地
権
者
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
事
業
を

進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
昨
年
度
完
了
し
た
道
路
詳
細
設
計
に
基
づ
き
、
都
市
計
画
の
変
更
手
続
き
も
あ
わ

せ
て
進
め
て
お
り
、
来
年
度
の
補
助
事
業
化
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
猿
橋
駅
周
辺
整
備
の
う
ち
、
猿
橋
駅
北
側
の
市
街
地
整
備
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
、

猿
橋
駅
北
側
整
備
基
本
計
画
作
成
業
務
を
委
託
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
中
で
、
十
月
十
日
に
は
、
殿
上
区
の
住
民
を
対
象
に
、
ま
ち
づ
く
り
勉
強
会
を
開
催

し
、
地
元
住
民
の
皆
様
か
ら
い
た
だ
い
た
、
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
ご
意
見
や
ご
希
望
を
、

本
基
本
計
画
に
取
り
込
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
県
道
猿
橋
停
車
場
線
の
整
備
を
お
願
い
し
て
い
る
山
梨
県
や
駅
前
広
場
候
補
地
の

所
有
者
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
東
日
本
等
、
様
々
な
関
係
機
関
と
協
議
、
調
整
を
行
う
中
で
、
最
適
な

整
備
手
法
を
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
地
元
の
皆
様
の
ご
協
力
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

続
き
ま
し
て
、
本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
概
要
を
ご
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。 

今
定
例
会
に
提
出
い
た
し
ま
す
案
件
は
、
条
例
案
件
が
十
件
、
予
算
案
件
が
八
件
、
そ
の

他
案
件
が
二
件
の
計
二
十
件
で
あ
り
ま
す
。 

は
じ
め
に
、
「
条
例
案
件
に
つ
い
て
」
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

議
案
第
四
十
五
号
「
大
月
市
職
員
給
与
条
例
及
び
大
月
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
山
梨
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
伴
い
、
県
と
同
様
に
期
末
手
当
に
つ
い
て
改
定
を

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 
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次
に
、
議
案
第
四
十
六
号
「
大
月
市
長
等
の
給
与
の
減
額
に
関
す
る
条
例
中
改
正
の
件
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
は
、
市
職
員
に
よ
る
公
金
横
領
の
不
祥
事
に
対
す
る
管
理
監
督
責
任
を
と
る
た
め
、

既
に
減
額
し
て
い
る
給
与
の
月
額
か
ら
、
さ
ら
に
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
削
減
を
す
る
た
め
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
四
十
七
号
「
大
月
市
都
市
公
園
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま

す
。 こ

れ
は
、
岩
殿
山
ふ
れ
あ
い
の
館
に
設
置
さ
れ
た
白
籏
史
朗
写
真
館
の
入
場
料
の
無
料
化

及
び
都
市
公
園
の
維
持
管
理
、
及
び
整
備
に
つ
い
て
公
募
設
置
管
理
制
度
等
を
活
用
す
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
四
十
八
号
「
大
月
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。 

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
公
布
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

判
定
所
得
基
準
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。 次

に
、
議
案
第
四
十
九
号
「
大
月
市
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
に
関
す
る
基
準
等
を

定
め
る
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
及
び
指
定
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

の
公
布
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
五
十
号
「
大
月
市
税
外
収
入
金
の
督
促
及
び
延
滞
金
徴
収
に
関
す
る
条
例

中
改
正
の
件
」
、
議
案
第
五
十
一
号
「
大
月
市
介
護
保
険
条
例
中
改
正
の
件
」
、
議
案
第
五
十

二
号
「
大
月
市
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条
例
中
改
正
の
件
」
及
び
議
案
第
五
十
三
号
「
大

月
市
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金
等
に
関
す
る
条
例
中
改
正
の
件
」
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
ら
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
五
十
四
号
「
大
月
市
和
光
生
涯
教
育
図
書
整
備
基
金
条
例
廃
止
の
件
」
に

つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
基
金
残
高
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
基
金
と
し
て
図
書
購
入
が
困
難
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
「
予
算
案
件
に
つ
い
て
」
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
人
事
異
動
に
よ
る
職
員
給
与
費
の
調
整
や
前
年
度
決
算
の
確
定
に

伴
う
繰
越
金
の
追
加
計
上
、
そ
の
他
、
事
業
の
精
査
な
ど
に
よ
り
予
算
編
成
を
行
い
ま
し
た
。 

ま
ず
、
議
案
第
五
十
五
号
「
大
月
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
六
号
）
」
の
主
な
補
正
内

容
と
い
た
し
ま
し
て
、
総
務
費
で
は
、
ふ
る
さ
と
大
月
応
援
寄
附
金
返
礼
経
費
、
積
立
金
の

追
加
な
ど
、
民
生
費
で
は
、
障
害
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
追
加
、
衛
生
費
で
は
、
中
央

病
院
運
営
事
業
費
の
減
額
及
び
簡
易
水
道
特
別
会
計
繰
出
金
の
追
加
、
農
林
水
産
業
費
で
は
、
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農
業
振
興
施
設
維
持
管
理
費
の
追
加
、
商
工
費
で
は
、
観
光
振
興
協
賛
事
業
の
追
加
な
ど
、

土
木
費
で
は
、
大
月
駅
周
辺
整
備
事
業
の
減
額
な
ど
、
消
防
費
で
は
消
防
団
運
営
事
業
維
持

補
修
費
の
追
加
、
教
育
費
で
は
、
大
月
短
期
大
学
特
別
会
計
繰
出
金
の
減
額
及
び
閉
校
跡
地

管
理
経
費
な
ど
の
追
加
な
ど
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
あ
わ
せ
、
歳
出
補
正
総
額
は
、
五
億

九
千
百
十
六
万
八
千
円
の
増
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年
度
繰
越
金
な
ど
の
追
加
、
国
・
県
支
出
金
、
寄
附
金
、
繰

入
金
及
び
市
債
の
追
加
な
ど
に
よ
り
対
応
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
五
十
六
号
「
大
月
市
大
月
短
期
大
学
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
施
設
管
理
事
業
の
追
加
を
行
い
、
歳

入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年
度
繰
越
金
の
追
加
及
び
高
等
教
育
無
償
化
の
影
響
に
よ
り
授
業

料
を
減
額
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
五
十
七
号
「
大
月
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
追

加
を
行
い
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
会
計
繰
入
金
及
び
財
政
調
整
基
金
繰
入
金
を
減

額
し
、
前
年
度
繰
越
金
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
五
十
八
号
「
大
月
市
簡
易
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
市
営
簡
易
水
道
維
持
管
理
経
費
の
追

加
を
行
い
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
繰
入
金
や
前
年
度
繰
越
金
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
五
十
九
号
「
大
月
市
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」
に
つ
い

て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
と
、
流
域
下
水
道
維
持
管
理
事
業
の
減
額

を
行
い
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
会
計
繰
入
金
の
減
額
及
び
前
年
度
繰
越
金
を
追
加

し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
号
「
大
月
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」
に
つ
い

て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
員
給
与
費
の
調
整
、
保
険
給
付
費
の
追
加
、
繰
越
金
の
確
定

に
伴
う
基
金
積
立
金
の
追
加
を
行
い
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
・
県
支
出
金
、
繰
入
金

及
び
前
年
度
繰
越
金
な
ど
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
一
号
「
大
月
市
介
護
サ
ー
ビ
ス
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
費
を
追
加
し
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
計
画
収
入
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
六
十
二
号
「
大
月
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
」
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に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

歳
出
に
お
き
ま
し
て
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
連
合
納
付
金
や
前
年
度
精
算
に
よ
る
一
般
会

計
繰
出
金
を
追
加
し
、
歳
入
に
つ
き
ま
し
て
は
、
前
年
度
繰
越
金
を
追
加
し
て
お
り
ま
す
。 

続
き
ま
し
て
、
そ
の
他
の
案
件
で
あ
り
ま
す
。 

議
案
第
六
十
三
号
の
「
大
月
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
指
定
の
件
」
及
び
議
案

第
六
十
四
号
の
「
大
月
市
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
指
定
の
件
」
に
つ
い
て
で

あ
り
ま
す
。 

ど
ち
ら
も
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
五
年
間
、
指
定
先
を
社
会
福
祉
法
人 

大
月
市
社

会
福
祉
協
議
会
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

以
上
が
、
本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
案
件
で
あ
り
ま
す
が
、
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の

上
、
ご
議
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

                


